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平成２４年９月６日 

 

冷却ベルト販売業者３社に対する景品表示法に基づく措置命令について 

 

消費者庁は、本日、冷凍庫で凍結させた上で人が首に巻いて冷却・冷感効果を得

るための商品（以下「冷却ベルト」という。）を販売する事業者３社（以下「３社」

という。）に対し、景品表示法第６条の規定に基づき、措置命令（別添１～３参照）

を行いました。 

３社は、冷却ベルトを一般消費者に供給するに当たり、商品パッケージにおいて、

推奨する使用環境等を記載した上で効果持続時間を表示するなどしていましたが、

実際には、推奨する使用環境における効果持続時間は、表示した効果持続時間を相

当程度下回るものであるなど、景品表示法に違反する行為（同法第４条第１項第１

号（優良誤認）に該当）が認められました。 

なお、本件は、当庁及び公正取引委員会（公正取引委員会事務総局近畿中国四国

事務所及び同中国支所）の調査の結果を踏まえ、当庁が措置命令を行うものです。 

 

１ ３社の概要 

  別紙１のとおり 

 

２ 措置命令の概要 

（１）対象商品 

  ア 「熱中対策首もと氷ベルト」と称する商品 

（桐灰化学株式会社が販売。以下「熱中対策首もと氷ベルト」という。） 

 

  イ 「ネックール４」と称する商品 

（株式会社ケンユーが販売。以下「ネックール４」という。） 

 

  ウ 「アイスノン氷結ベルト」と称する商品 

（株式会社白元が販売。以下「アイスノン氷結ベルト」という。） 

 

（２）対象表示（表示媒体はすべて商品パッケージ） 

  ア 熱中対策首もと氷ベルト（別紙２参照） 

  （ア）表示期間 平成２３年４月頃から平成２４年３月頃までの間 

  （イ）表示内容 「気温が３１℃を越えたら暑さに厳重注意！！ 真夏日には  

熱中対策首もと氷ベルト」及び「屋内の家事に スポーツ・レジ

ャーに」と記載した上で、「カチコチに凍って、冷たさ長持ち 約

１２０分冷却 ※使用状況により変わることがあります」と記載 
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  イ ネックール４（別紙３参照） 

  （ア）表示期間 平成２３年４月から平成２４年３月頃までの間 

  （イ）表示内容 「用途例 炎天下の作業に 暑い屋内での作業に スポーツ・

レジャーに」と記載した上で、「●猛暑炎天下、首筋に心地よい

冷感を与えます。 ●氷結するジェル袋は保冷時間が長く約２時

間３０分冷感を持続します（使用状況等により冷感時間は異なる

場合があります）。」と記載 

 

  ウ アイスノン氷結ベルト（別紙４参照） 

  （ア）表示期間 平成２３年３月頃から同年８月頃までの間 

  （イ）表示内容 「●冷たさは約９０分持続します。（室温３５℃で２０℃以下

を保持する時間）（外気温や使用環境により持続時間は異なりま

す。）」と記載 

 

（３）実際 

  ア 熱中対策首もと氷ベルト 

    効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、人を対象とした試験に

おいては平均で約６６分、サーマルマネキンを対象とした試験においては平均

で約６３分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合

の効果持続時間は、１２０分を相当程度下回ると認められるものであった。 

 

  イ ネックール４ 

    効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、人を対象とした試験に

おいては平均で約１時間４９分、サーマルマネキンを対象とした試験において

は平均で約１時間４５分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動

を行った場合の効果持続時間は、２時間３０分を相当程度下回ると認められる

ものであった。 

 

  ウ アイスノン氷結ベルト 

    気温３５℃の室内でアイスノン氷結ベルトの表面温度が２０℃を超えるま

での時間は、人を対象とした試験においては平均で約６８分、サーマルマネキ

ンを対象とした試験においては平均で約７１分であり、気温３５℃の室内で人

が装着した状態で、アイスノン氷結ベルトの表面温度が２０℃以下を保持する

時間は、９０分を相当程度下回ると認められるものであった。 

 

   ※ 前記ア～ウの試験の内容は別紙５記載のとおり 
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（４）３社に対する命令の概要 

  ア ３社が行った前記（２）の表示は、冷却ベルトの内容について、一般消費者

に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に

違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。 

 

  イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

 

  ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 担当者：佐藤、小林 

電    話 ０３－３５０７－９２３９ 

ホームページ http://www.caa.go.jp/ 
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３社の概要 

 

 

１ 桐灰化学株式会社 

所 在 地 大阪市淀川区新高一丁目１０番５号 

代 表 者 代表取締役 福家 安彦 

設立年月 昭和２４年１０月 

資 本 金 ４９５０万円（平成２４年６月現在） 

 

２ 株式会社ケンユー 

所 在 地 広島県福山市曙町四丁目７番２１号 

代 表 者 代表取締役 占部 明雄 

設立年月 昭和５１年６月 

資 本 金 １５００万円（平成２４年６月現在） 

 

３ 株式会社白元 

所 在 地 東京都台東区東上野二丁目２１番１４号 

代 表 者 代表取締役 鎌田 真 

設立年月 昭和２５年１月 

資 本 金 ３３億７０３３万円（平成２４年６月現在） 

 

 

別紙１ 
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熱中対策首もと氷ベルトの商品パッケージ（表面） 

 

 

 

 

 

別紙２ 

カチコチに凍っ

て、冷たさ長持ち 

約１２０分冷却 

※使用状況によ

り変わることが

あります 

気温が３１℃を

越えたら暑さに

厳重注意！！ 

真夏日には 熱

中対策首もと氷

ベルト 

屋内の家事に 

スポーツ・ 

レジャーに 
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ネックール４の商品パッケージ（裏面） 

 

 

 
 

 

別紙３ 

用途例 

炎天下の作業に 

暑い屋内での作業に 

スポーツ・レジャーに 

●猛暑炎天下、首筋に

心地よい冷感を与え

ます。 

●氷結するジェル袋

は保冷時間が長く約

２時間３０分冷感を

持続します（使用状況

等により冷感時間は

異なる場合がありま

す）。 
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アイスノン氷結ベルトの商品パッケージ（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４ 

●冷たさは約９０分

持続します。（室温３

５℃で２０℃以下を

保持する時間）（外気

温や使用環境により

持続時間は異なりま

す。） 
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対象商品の効果持続時間に係る試験の概要 

 

 

１ 熱中対策首もと氷ベルト及びネックール４の効果持続時間に係る試験 

（１）人を対象とした試験 

   東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象

環境の平均値等（気温３１．１℃、湿度５９％、熱放射８００Ｗｈ／㎡、風速３．

２ｍ／秒）を再現した恒温恒湿室において、被験者（１８歳から２１歳までの男

女各５人）が対象商品を首に装着して軽い運動（時速３．２ｋｍで１０分間歩行、

３分間休憩を繰り返し）を行い、被験者の頸部皮膚温度と対象商品の表面温度の

差が０．５℃未満（効果が失われると判断される温度差）となった時間を測定す

る試験（各１回実施） 

 

（２）サーマルマネキンを対象とした試験 

   東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象

環境の平均値等（気温３１．１℃、湿度５９％、熱放射８００Ｗｈ／㎡、風速３．

２ｍ／秒）を再現した恒温恒湿室において、日本人の青年男性の平均的な体型・

体格を模したサーマルマネキン（頸部の温度は、人が１２０Ｗ／㎡相当の運動を

１０分間行ったときの体温の平均値（３４．４℃）に設定）の頸部に対象商品を

装着し、頸部と対象商品の表面温度の差が０．５℃未満（効果が失われると判断

される温度差）となった時間を測定する試験（３回実施） 

 

２ アイスノン氷結ベルトの効果持続時間に係る試験 

（１）人を対象とした試験 

   気温３５℃、湿度６０％に設定した恒温恒湿室において、被験者（１９歳から

２２歳までの男女各５人）がアイスノン氷結ベルトを首に装着して静止した状態

で、アイスノン氷結ベルトの表面温度が２０℃を超えた時間を測定する試験（各

１回実施） 

 

（２）サーマルマネキンを対象とした試験 

   気温３５℃、湿度６０％に設定した恒温恒湿室において、日本人の青年男性の

平均的な体型・体格を模したサーマルマネキン（頸部の温度は３４．４℃に設定）

の頸部にアイスノン氷結ベルトを装着し、アイスノン氷結ベルトの表面温度が２

０℃を超えた時間を測定する試験（３回実施） 

別紙５ 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧

客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお

それのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保

護することを目的とする。 

 

（不当な表示の禁止） 

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれ

かに該当する表示をしてはならない。 

 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若し

くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著し

く優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と

同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよ

りも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがあると認められるもの 

 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消

費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣

が指定するもの 

 

２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するた

め必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用につ

いては、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 

 

（措置命令） 

第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の

規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくは

その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関

連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が

既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 

 一 当該違反行為をした事業者 

 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により

消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

（参考１） 
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 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割によ

り当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲

り受けた事業者 

 

（報告の徴収及び立入検査等）  

第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めると

きは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、そ

の業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を

命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある

事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～４ （省略） 

 

（権限の委任） 

第十二条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消

費者庁長官に委任する。 

２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限

の一部を公正取引委員会に委任することができる。 

３ 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やか

に、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の

委任に関する政令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第一条 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」という。）第十二条第一項の政

令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条、第四条第一項第三号並び

に第五条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優良誤認表示（４条１項１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（４条１項２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（４条２項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示すものと認められない場合は、当該表示は不当表示とみ

なされる。 

（参考２） 

 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあ

ると認められ内閣総理大臣が指定する表示（４条１項３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競争事

業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示す表示 

 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示 

 
② 商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

 

景
品
表
示
法 

第
４
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 



 

別添１ 

１ 

 

消表対第３５８号 

平成２４年９月６日 

 

桐灰化学株式会社 

代表取締役 福家 安彦 殿 

消費者庁長官 阿南 久        

（公印省略）   

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

貴社は、貴社が一般消費者に供給する「熱中対策首もと氷ベルト」と称する商品（以下「本件

商品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。

以下「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第１号に規定する

不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に供給する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速

やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか

じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年４月頃から平成２４年

３月頃までの間、商品パッケージの表面において、「気温が３１℃を越えたら暑さに厳重

注意！！ 真夏日には 熱中対策首もと氷ベルト」及び「屋内の家事に スポーツ・レジ

ャーに」と記載した上で、「カチコチに凍って、冷たさ長持ち 約１２０分冷却 ※使用

状況により変わることがあります」と記載していたこと。 

イ 実際には、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合の本件商品の効果

持続時間は、１２０分を相当程度下回るものであったこと。 

ウ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周

知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示す表示をしてはならない。 



 

２ 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速

やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  桐灰化学株式会社（以下「桐灰化学」という。）は、大阪市淀川区新高一丁目１０番５号

に本店を置き、家庭日用品の製造販売業を営む事業者である。 

⑵ア 本件商品は、夏季の晴天時の屋外等、気温が高いときなどに首に巻いて首を冷却するた

めの商品である。桐灰化学は、本件商品を、小売業者等を通じて一般消費者に供給してい

る。 

イ 桐灰化学は、本件商品の内容について、商品パッケージ及び自社ウェブサイトに表示し

ているところ、当該表示内容を自ら決定している。 

⑶ 桐灰化学は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年４月頃から平成２４

年３月頃までの間、商品パッケージの表面（別添写し）において、「気温が３１℃を越えた

ら暑さに厳重注意！！ 真夏日には 熱中対策首もと氷ベルト」及び「屋内の家事に スポ

ーツ・レジャーに」と記載した上で、「カチコチに凍って、冷たさ長持ち 約１２０分冷却

 ※使用状況により変わることがあります」と記載していた。 

⑷ 実際には、本件商品の効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、別紙の１記載

の人を対象とした試験においては平均で約６６分、別紙の２記載のサーマルマネキンを対象

とした試験においては平均で約６３分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動

を行った場合の本件商品の効果持続時間は、１２０分を相当程度下回ると認められるもので

あった。 

なお、桐灰化学は、気温摂氏３１度の室内で本件商品を人が装着して静止した状態で行っ

た試験の結果に基づいて、本件商品の効果持続時間を表示していた。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、桐灰化学は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、

景品表示法第４条第１項第１号に該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反す

るものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者庁長官に対し

異議申立てをすることができる。 



 

３ 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告

として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく

なる。 

（注２）異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、そ

の決定の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな

くなる。 



 

 

別紙 

 

 

１ 東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象環境の平均値等

（気温摂氏３１．１度、湿度５９パーセント、熱放射８００ワットアワー毎平方メートル、風

速３．２メートル毎秒）を再現した恒温恒湿室において、被験者（１８歳から２１歳までの男

女各５人）が本件商品を首に装着して軽い運動（時速３．２キロメートルで１０分間歩行、３

分間休憩を繰り返し）を行い、被験者の頸部皮膚温度と本件商品の表面温度の差が摂氏０．５

度未満（効果が失われると判断される温度差）となった時間を測定する試験（各１回実施） 

 

２ 東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象環境の平均値等

（気温摂氏３１．１度、湿度５９パーセント、熱放射８００ワットアワー毎平方メートル、風

速３．２メートル毎秒）を再現した恒温恒湿室において、日本人の青年男性の平均的な体型・

体格を模したサーマルマネキン（頸部の温度は、人が１２０ワット毎平方メートル相当の運動

を１０分間行ったときの体温の平均値（摂氏３４．４度）に設定）の頸部に本件商品を装着し、

頸部と本件商品の表面温度の差が摂氏０．５度未満（効果が失われると判断される温度差）と

なった時間を測定する試験（３回実施） 

  



 

 

 

＜商品パッケージ表面＞ 

 

 

別添写し 

（縮小したもの） 



 

別添２ 

１ 

 

消表対第３５９号 

平成２４年９月６日 

 

株式会社ケンユー 

代表取締役 占部 明雄 殿 

消費者庁長官 阿南 久        

（公印省略）   

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

貴社は、貴社が一般消費者に供給する「ネックール４」と称する商品（以下「本件商品」とい

う。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景

品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第１号に規定する不当な表

示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に供給する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速

やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか

じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年４月から平成２４年３

月頃までの間、商品パッケージの裏面において、「用途例 炎天下の作業に 暑い屋内で

の作業に スポーツ・レジャーに」と記載した上で、「●猛暑炎天下、首筋に心地よい冷

感を与えます。 ●氷結するジェル袋は保冷時間が長く約２時間３０分冷感を持続します

（使用状況等により冷感時間は異なる場合があります）。」と記載していたこと。 

イ 実際には、夏季の晴天時に人が装着して屋外で軽い運動を行った場合の本件商品の効果

持続時間は、２時間３０分を相当程度下回るものであったこと。 

ウ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周

知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示す表示をしてはならない。 



 

２ 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速

やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  株式会社ケンユー（以下「ケンユー」という。）は、広島県福山市曙町四丁目７番２１号

に本店を置き、家庭日用品の製造販売業を営む事業者である。 

⑵ア 本件商品は、夏季の晴天時の屋外等、気温が高いときなどに首に巻き、冷感を与えるた

めの商品である。ケンユーは、本件商品を、卸売業者を通じて一般消費者に供給し、また、

自社ウェブサイトを通じて一般消費者に販売している。 

イ ケンユーは、本件商品の内容について、商品パッケージ等に表示しているところ、当該

表示内容を自ら決定している。 

⑶ ケンユーは、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年４月から平成２４年

３月頃までの間、商品パッケージの裏面（別添写し）において、「用途例 炎天下の作業に

 暑い屋内での作業に スポーツ・レジャーに」と記載した上で、「●猛暑炎天下、首筋に

心地よい冷感を与えます。 ●氷結するジェル袋は保冷時間が長く約２時間３０分冷感を持

続します（使用状況等により冷感時間は異なる場合があります）。」と記載していた。 

⑷ 実際には、本件商品の効果が実質的に失われると認められるまでの時間は、別紙の１記載

の人を対象とした試験においては平均で約１時間４９分、別紙の２記載のサーマルマネキン

を対象とした試験においては平均で約１時間４５分であり、夏季の晴天時に人が装着して屋

外で軽い運動を行った場合の本件商品の効果持続時間は、２時間３０分を相当程度下回ると

認められるものであった。 

  なお、ケンユーは、人が装着した状態での試験ではなく、気温摂氏２７度の室内で本件商

品を電気アンカの上に置いて行った試験の結果に基づいて、本件商品の効果持続時間を表示

していた。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ケンユーは、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、

景品表示法第４条第１項第１号に該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反す

るものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者庁長官に対し



 

３ 

異議申立てをすることができる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告

として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく

なる。 

（注２）異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、そ

の決定の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな

くなる。 



 

 

別紙 

 

 

１ 東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象環境の平均値等

（気温摂氏３１．１度、湿度５９パーセント、熱放射８００ワットアワー毎平方メートル、風

速３．２メートル毎秒）を再現した恒温恒湿室において、被験者（１８歳から２１歳までの男

女各５人）が本件商品を首に装着して軽い運動（時速３．２キロメートルで１０分間歩行、３

分間休憩を繰り返し）を行い、被験者の頸部皮膚温度と本件商品の表面温度の差が摂氏０．５

度未満（効果が失われると判断される温度差）となった時間を測定する試験（各１回実施） 

 

２ 東京都における平成２３年８月の各日の午前１０時から午後５時までの気象環境の平均値等

（気温摂氏３１．１度、湿度５９パーセント、熱放射８００ワットアワー毎平方メートル、風

速３．２メートル毎秒）を再現した恒温恒湿室において、日本人の青年男性の平均的な体型・

体格を模したサーマルマネキン（頸部の温度は、人が１２０ワット毎平方メートル相当の運動

を１０分間行ったときの体温の平均値（摂氏３４．４度）に設定）の頸部に本件商品を装着し、

頸部と本件商品の表面温度の差が摂氏０．５度未満（効果が失われると判断される温度差）と

なった時間を測定する試験（３回実施） 

  



 

 

 

 

 

＜商品パッケージ裏面＞ 

 
 

別添写し 

（縮小したもの） 



 

別添３ 

１ 

 

消表対第３６０号 

平成２４年９月６日 

 

株式会社白元 

代表取締役 鎌田 真 殿 

消費者庁長官 阿南 久        

（公印省略）   

不当景品類及び不当表示防止法第６条に基づく措置命令 

貴社は、貴社が一般消費者に供給する「アイスノン氷結ベルト」と称する商品（以下「本件商

品」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。

以下「景品表示法」という。）第４条第１項の規定により禁止されている同項第１号に規定する

不当な表示を行っていたので、同法第６条の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に供給する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速

やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか

じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年３月頃から同年８月頃

までの間、商品パッケージの裏面において、「●冷たさは約９０分持続します。（室温３

５℃で２０℃以下を保持する時間）（外気温や使用環境により持続時間は異なります。）」

と記載していたこと。 

イ 実際には、気温摂氏３５度の室内で本件商品を人が装着した状態で本件商品の表面温度

が摂氏２０度以下を保持する時間は、９０分を相当程度下回るものであったこと。 

ウ 前記アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周

知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の

表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著

しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
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やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴  株式会社白元（以下「白元」という。）は、東京都台東区東上野二丁目２１番１４号に本

店を置き、家庭日用品の製造販売業を営む事業者である。 

⑵ア 本件商品は、夏季の晴天時の屋外等、気温が高いときなどに首に巻いて首を冷却するた

めの商品である。白元は、本件商品を、小売業者等を通じて一般消費者に供給している。 

イ 白元は、本件商品の内容について、商品パッケージ等に表示しているところ、当該表示

内容を自ら決定している。 

⑶ 白元は、本件商品を一般消費者に供給するに当たり、平成２３年３月頃から同年８月頃ま

での間、商品パッケージの裏面（別添写し）において、「●冷たさは約９０分持続します。

（室温３５℃で２０℃以下を保持する時間）（外気温や使用環境により持続時間は異なりま

す。）」と記載していた。 

⑷ 実際には、気温摂氏３５度の室内で本件商品の表面温度が摂氏２０度を超えるまでの時間

は、別紙の１記載の人を対象とした試験においては平均で約６８分、別紙の２記載のサーマ

ルマネキンを対象とした試験においては平均で約７１分であり、気温摂氏３５度の室内で本

件商品を人が装着した状態で本件商品の表面温度が摂氏２０度以下を保持する時間は、９０

分を相当程度下回ると認められるものであった。 

  なお、白元は、人が装着した状態での試験ではなく、気温摂氏３５度の室内で本件商品を

木の板の上に置いて行った試験の結果に基づいて、本件商品の効果持続時間を表示していた。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、白元は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものより

も著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合

理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景

品表示法第４条第１項第１号に該当するものであって、かかる行為は、同項の規定に違反する

ものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５７条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第６条の規定に基づき、この処分

があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、書面により消費者庁長官に対し

異議申立てをすることができる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告
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として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。 

（注１）この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく

なる。 

（注２）異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、そ

の決定の日から１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな

くなる。 



 

 

別紙 

 

 

１ 気温摂氏３５度、湿度６０パーセントに設定した恒温恒湿室において、被験者（１９歳から

２２歳までの男女各５人）が本件商品を首に装着して静止した状態で、本件商品の表面温度が

摂氏２０度を超えた時間を測定する試験（各１回実施） 

 

２ 気温摂氏３５度、湿度６０パーセントに設定した恒温恒湿室において、日本人の青年男性の

平均的な体型・体格を模したサーマルマネキン（頸部の温度は摂氏３４．４度に設定）の頸部

に本件商品を装着し、本件商品の表面温度が摂氏２０度を超えた時間を測定する試験（３回実

施） 

  



 

 

 

 

＜商品パッケージ裏面＞ 

 

 

別添写し 

（縮小したもの） 
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